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議 題 １ 平成２６年３月定例会の運営について

午前９時３０分 開会

○委員長【越水清議員】 おはようございます。ただいまから議会運営委員会

を開会します。

ここで、議長からご挨拶をお願いします。

○議長【小沼富夫議員】 皆さん、おはようございます。いよいよ３月定例会

が始まります。この２月には大雪が２回もありまして、まだ残っているところも

ございます。くれぐれもご自愛いただき、そして道路の凍結等もありますので、

車の運転にも十分注意していただき、無事に３月定例会を乗り切っていただきた

いと思っております。

○委員長【越水清議員】 次に、総務部長からごあいさつ及び執行者側の議案

説明をお願いします。

○総務部長【山田明広】 おはようございます。本日は、２月２５日火曜日に

招集いたします伊勢原市議会３月定例会の市長提出議案につきましてご説明申し

上げます。３月定例会に提出いたします議案は、平成２６年度当初予算議案が６

件、条例の制定議案が１件、条例の一部改正議案が６件、補正予算議案が５件、

その他の議案が１件と報告案件が３件の合計２２件でございます。

まず、平成２６年度当初予算６議案についてご説明申し上げますので、予算及

び予算説明書をご準備願います。

○議案第１号 平成２６年度伊勢原市一般会計予算

予算書の１ページをごらんください。平成２６年度当初予算案は、一般会計

の予算規模が２８８億５,２００万円で、前年度と比べて、２．７％、７億６,９０

０万円の増となりました。また、５つの特別会計を合わせた全会計の予算規模

は、５１４億３００万円で、前年度と比べて、４．４％、２１億７,８００万円の

増となりました。

予算書の７ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それ

ぞれ２８８億５,２００万円と定め、また、債務負担行為、地方債、一時借入金

及び歳出予算の流用をそれぞれ定めるものでございます。

予算編成に当たりましては、第５次総合計画中期戦略事業プランに掲げる事業

を着実に推進するとともに、財政の健全化にできる限り取り組み、市民サービス

の維持、向上に努めたところでございます。

なお、主な事業の内容については、平成２６年度予算の概要に記載してござい

ます。後ほど、ご確認をお願いいたします。

○議案第２号 平成２６年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計予算

予算書の２２７ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、歳入歳出そ

れぞれ１０８億６,３００万円と定め、また、一時借入金及び歳出予算の流用を
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それぞれ定めるものでございます。

なお、予算規模は、一般被保険者療養給付費、保険財政共同安定化事業拠出

金、後期高齢者支援金の増加等により、平成２５年度と比較して、６,１００万

円、０．６％増となってございます。

○ 議 案 第 ３ 号 平成２６年度伊勢原市下水道事業特別会計予算

予算書の２７３ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、歳入歳出

それぞれ４５億３,０００万円と定め、また、継続費、債務負担行為、地方債及

び一時借入金をそれぞれ定めるものでございます。

なお、予算規模は、終末処理場整備事業費、第２号及び第３号公共下水道管渠

整備事業費、中継ポンプ場整備事業費の増加等により、平成２５年度と比較し

て、８億３,８００万円、２２．７％増でございます。

○ 議 案 第 ４ 号 平成２６年度伊勢原市用地取得事業特別会計予算

予算書の３１５ページをごらんください。伊勢原駅北口周辺整備における都

市計画道路伊勢原駅前線の道路用地先行取得に係る会計といたしまして、新たに

予算計上するものでございます。

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ９,２００万円と定め、また、地方

債を定めるものでございます。

○議案第５号 平成２６年度伊勢原市介護保険事業特別会計予算

予算書の３３１ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、歳入歳出

それぞれ６０億８,４００万円と定め、また、一時借入金を定めるものです。

なお、予算規模は、要介護認定者の増加等に伴う保険給付費の増加等により、

平成２５年度と比較して、３億８,７００万円、６．８％増となってございます。

○ 議 案 第 ６ 号 平成２６年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計予算

予算書の３６７ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、歳入歳出

それぞれ９億８,２００万円と定めるものです。

なお、予算規模は、保険料等納付金、保険基盤安定制度拠出金の増加等により

まして、平成２５年度と比較して、４,７００万円、５．０％増となってございま

す。

次に、条例の制定１議案についてでございます。恐れ入りますが、議案書のご

準備をお願いいたします。

○ 議案第７号 伊勢原市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定につい

て

議案書の１ページ、２ページをごらんください。地域主権改革一括法による

消防組織法の一部改正により、消防長及び消防署長の資格を地方公共団体の条例

で定めるものとされたことに伴いまして、条例を制定する必要が生じたため提案

するものでございます。

次に、条例の一部改正６議案についてでございます。

○議案第８号 伊勢原市手数料条例の一部を改正する条例について
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議案書の３ページから１０ページまでをごらんください。

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、消防法に基づく

危険物製造所、特定屋外タンク貯蔵所、一般取扱所の設置許可等に関する事務等

に係る手数料について所要の改正を行う必要が生じたため提案するものでござい

ます。

○ 議 案 第 ９ 号 伊勢原市特別職員の給与に関する条例及び伊勢原市教育委員会

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部

を改正する条例について

議案書の１１ページから１３ページまでをごらんください。市長、副市長及

び教育長の給料については、平成２５年４月から平成２６年３月までの間、市長

にあっては１００分の３０、副市長にあっては１００分の２０、教育長にあって

は１００分の１５の減額措置を講じております。

社会経済情勢等を勘案いたしまして、平成２６年４月から平成２７年３月まで

の間、引き続き同様の減額措置を講じたいので提案するものでございます。

○ 議 案 第 １ ０ 号 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について

議案書の１４ページから１７ページまでをごらんください。伊勢原市鳥獣被

害防止計画の被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係

る被害の防止のための特別措置に関する法律の規定に基づき、伊勢原市鳥獣被害

対策実施隊を設置し、当該隊員を非常勤特別職職員に位置付けたいため提案する

ものでございます。

○議案第１１号 伊勢原市障害程度区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

の一部を改正する条例について

議案書の１８ページから２１ページまでをごらんください。地域社会におけ

る共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴い、条例の題名等について所要の整理を行う必要が生じた

ため提案するものでございます。

○ 議 案 第 １ ２ 号 伊勢原市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例につい

て

議案書の２２ページから２５ページまでをごらんください。地域主権改革一

括法による社会教育法の一部改正により、社会教育委員の委嘱の基準を地方公共

団体の条例で定めるものとされたことに伴い、所要の改正を行う必要が生じたた

め提案するものでございます。

○ 議 案 第 １ ３ 号 伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例について

議案書の２６ページから３１ページまでをごらんください。本市の消防団員

として任命できる者の対象要件を拡充し、消防団への加入が促進されるよう措置

を講ずるとともに、所要の整理を行う必要が生じたため提案するものです。
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次に、補正予算５議案につきましてご説明申し上げます。補正予算及び予算説

明書のご準備をお願いいたします。

○ 議 案 第 １ ４ 号 平成２５年度伊勢原市一般会計補正予算（第４号）

補正予算書の３ページをごらんください。この補正予算は、歳入歳出予算及

び債務負担行為の補正を行うとともに、繰越明許費を計上するものでございまし

て、既定の予算総額に４,７７９万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、２

７９億８,１６０万５千円とするものでございます。

補正予算書の２０ページから２３ページまでをごらんください。歳出予算の

補正内容につきましては、大きく分けて３つございます。

１点目は、平成２４年度に収入した国庫支出金の精算に伴い、２款総務費、１

項総務管理費に精算返納金を追加するものです。

２点目は、事務事業の執行に当たり、過不足を生じる見込みとなった経費の追

加及び減額です。２款総務費、１項総務管理費にまちづくり市民ファンド寄附金

の増に伴い、まちづくり市民ファンド寄附金積立基金積立金を３款民生費、１項

社会福祉費に国民健康保険事業特別会計予算の補正に伴い、国民健康保険事業特

別会計繰出金を２項児童福祉費に、補助金の制度改正に伴い、民間事業所助成事

業費をそれぞれ追加します。４款衛生費、２項清掃費に秦野市伊勢原市環境衛生

組合における組合債の償還利子の減額補正に伴い、秦野市伊勢原市環境衛生組合

負担金を減額し、５款農林水産業費、１項農業費に県補助金を活用して集落営農

の法人化を支援するため、農業経営基盤強化対策事業費を追加いたします。

３点目は、歳入において鈴川公園に係るネーミングライツ料を追加することに

伴い、７款土木費、４項都市計画費の公園費の財源内訳を変更するものです。

補正予算書の１８ページ、１９ページをごらんください。

歳入予算につきましては、１５款県支出金、２項県補助金に歳出予算補正の財

源として、安心子ども交付金事業補助金を追加し、集落営農法人化支援補助金を

計上するほか、１７款寄附金、１項寄附金にまちづくり市民ファンド寄附金を追

加し、１８款繰入金、２項基金繰入金に財政調整基金繰入金を計上するととも

に、２０款諸収入、５項雑入にネーミングライツ料を追加するものです。

補正予算書の１０ページをごらんください。繰越明許費の内容は、地権者や

工事関係機関との協議等のため、年度内の完了が困難と見込まれる事業につい

て、繰越明許費を設定するものです。

補正予算書の１１ページをごらんください。債務負担行為につきましては、

平成２６年４月からの消費税等の税率引上げにより、市内における消費が低下す

ることを防ぐために、伊勢原市商工会が計画しているプレミアム付き商品券の発

行事業が円滑に実施できるよう、平成２６年度に交付する予定の補助金に係る交

付決定を平成２５年度中に行うため、また、平成２６年度当初から執行する施設

設備の維持管理や施設の運営管理、電算システム等の保守管理、燃料･原材料等

の購入などについて、平成２５年度中に契約準備事務を行うための債務負担行為
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を設定するものです。

なお、国の好循環実現のための経済対策に対応するための予算措置につきまし

ては、国庫補助採択の内容を踏まえた上で、本定例会に追加提案させていただく

予定としておりますので、あらかじめ御承知いただきますようよろしくお願いい

たします。

○議案第１５号 平成２５年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計補正予算

(第２号)

補正予算書の３７ページをごらんください。この補正予算は、歳入歳出予算

及び債務負担行為の補正を行うもので、既定の予算総額に３億３２１万９千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を１１１億１６９万９千円とするものです。補正予

算書の５０ページ・５１ページをごらんください。歳出予算につきましては、２

款保険給付費、４項出産育児諸費に不足を生じる見込みとなった出産育児一時金

を追加するとともに、９款基金積立金、１項基金積立金に決算見込みに基づき国

民健康保険療養給付費等支払調整基金積立金を追加するものです。また、１１款

諸支出金、１項償還金及び還付加算金に平成２４年度に収入した国庫負担金の精

算に伴い償還金を追加します。補正予算書の４８ページ、４９ページをごらんく

ださい。

歳入予算につきましては、９款繰入金、１項他会計繰入金に出産育児一時金の

歳出予算追加に伴い、出産育児一時金等繰入金を追加するとともに、法定内繰入

金として、被保険者に高齢者の占める割合が多いこと等の理由により繰入れが認

められている財政安定化支援事業繰入金を追加し、所要の財源調整を行うほか

１０款繰越金、１項繰越金に平成２４年度決算に基づき繰越金の追加を行うもの

です。

補正予算書の４２ページをごらんください。

債務負担行為につきましては、一般会計同様、新年度当初から執行する施設

設備の維持管理や電算システム等の保守管理などについて設定するものです。

○議案第１６号 平成２５年度伊勢原市下水道事業特別会計補正予算（第３号）

補正予算書の５７ページをごらんください。この補正予算は、繰越明許費の

計上及び債務負担行為の補正を行うものです。５８ページをごらんください。繰

越明許費につきましては、工事施工中に確認された地下水の対策や、工事関係機

関との協議等のため、年度内の完了が困難と見込まれる事業について、繰越明許

費を設定するものです。５９ページをごらんください。

債務負担行為につきましては、一般会計同様、新年度当初から執行する施設設

備の維持管理や施設の運営管理、燃料･原材料等の購入などについて設定するも

のです。

なお、国の好循環実現のための経済対策に対応するための予算措置につきまし

ては、一般会計と同様に、本定例会に追加提案させていただく予定としておりま

す。
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○議案第１７号 平成２５年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）

補正予算書の６７ページ、６９ページをごらんください。

この補正予算は、債務負担行為の設定を行うもので、一般会計同様、新年度当

初から執行する施設の運営管理や電算システム等の保守管理などについて設定す

るものです。補正予算書の７７ページ、７９ページをごらんください。

○議案第１８号 平成２５年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第２号）

この補正予算は、債務負担行為の設定を行うもので、一般会計同様、新年度

当初から執行する施設の運営管理等について設定するものです。

次に、その他の議案１議案についてご説明申し上げます。恐れ入りますが、

議案書のご準備をお願いいたします。議案書の３２ページから３９ページまでを

ごらんください。

○議案第１９号 市道の認定について

市道５路線を新たに認定したいので、道路法第８条第２項の規定により提案す

るものです。

次に、報告案件３件についてご説明申し上げます。

○報告第１号 専決処分の報告について（伊勢原市火災予防条例の一部を改正す

る条例）

議案書の４０ページから ４３ページまでをごらんください。

消防法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、伊勢原市火災予防条例中

に引用する条項を整理する必要が生じたため、市長の専決事項の指定に基づき、

平成２６年１月２８日に専決処分をいたしましたので、地方自治法第１８０条第

２項の規定により報告するものです。

○報告第２号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解）

議案書の４４ページ、４５ページをごらんください。

平成２５年４月６日に発生した車両損傷事故の損害賠償の額の決定及び和解

について、平成２５年１２月２０日に専決処分をいたしましたので、地方自治法

第１８０条第２項の規定により報告するものです。事故の概要といたしまして

は、冠水している道路を走行中の相手方車両が猛烈な雨により浮き上がったマン

ホールの蓋に衝突し、運転席側ドアの下部を損傷したものです。なお、本市の過

失割合については３０％です。本市賠償額については、本市が加入する下水道賠

償責任保険により補塡いたします。

○報告第３号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解）

議案書の４６ページ、４７ページをごらんください。

平成２５年１２月１６日に発生した車両損傷事故の損害賠償の額の決定及び

和解について、平成２６年１月２４日に専決処分をいたしましたので、地方自治

法第１８０条第２項の規定により報告するものです。事故の概要といたしまして
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は、伊勢原中学校野球部の部活動中に生徒の打った球が防球ネットを越えて、隣

接の桜台小学校に駐車していた車の屋根に直撃し損傷を与えたものです。なお、

本市の過失割合につきましては１００％です。本市賠償額につきましては、全国

市長会学校災害賠償補償保険により補塡いたします。

以上で、３月議会定例会に提出いたしました議案についての説明を終了させて

いただきます。

なお、追加議案として補正予算議案２件の提出を予定しておりますので、あら

かじめご承知おきくださいますようお願いいたします。

○委員長【越水清議員】 ただいま、総務部長から説明がありました内容に

つきまして、質疑等があればお伺いいたします。（「なし」の声あり）ないよ

うでありますので、以上で執行者側の議案説明を終了します。

次に、議案等の委員会付託についてを議題とし、事務局から内容を説明します。

局長。

○議会事務局長【佐藤順】 正副委員長と協議をさせていただきまして、付託

表の案を２枚お配りしてございます。１枚目は、２月２８日分で、市長提出議案

第７号から議案第１９号までの１３件について、いずれも付託省略の案でござい

ます。２枚目は、３月６日分で、議案第１号から議案第６号までの平成２６年度

各会計予算について、一般会計予算は、所管の部分を各常任委員会に分割付託で

ございます。特別会計予算につきましても所管の各常任委員会に付託でございま

す。

以上でございます。

○委員長【越水清議員】 ただいま局長から内容について説明がありましたが、

「議案第７号、伊勢原市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定につい

て」ご協議をお願いしたいと思います。ご承知のとおり、議案等の委員会付託に

ついては、申し合わせにより、条例の制定議案は原則として、委員会付託するこ

ととなっております。

しかしながら、先ほど総務部長からも説明がありましたとおり、本議案は、

消防組織法の一部改正に基づき、消防長及び消防署長の資格を政令で定める基準

を参酌して、市町村が条例で定めることとなり、制定するものであります。条例

の規定内容については、①伊勢原市独自の考え方を取り入れることが可能である

ものの、条例では消防組織法改正前に規定していた政令と同じ内容となっている

こと。②条例の構成として、第１条から第３条までで、消防長及び消防署長の資

格のみの規定であり、本会議での審議で十分対応が可能であること。③従前から

政令で規定していた内容で、特に運用に支障が生じなかったこと。以上、申し上

げた内容から正副委員長としては、「議案第７号、伊勢原市消防長及び消防署長

の資格を定める条例の制定について」は、本会議での審議のみとし、付託省略し

たいと考えております。それでは、委員のご意見をお願いいたします。（「な

し」の声あり）それでは、お諮りいたします。「議案第７号、伊勢原市消防長及
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び消防署長の資格を定める条例の制定について」は、付託省略とすることでご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長【越水清議員】 ご異議ありませんので、ただいまのとおり決定いた

します。それでは、その他の議案等について、質疑、意見があればお伺いしま

す。（「なし」の声あり）それでは、お諮りいたします。議案等の委員会付託に

ついては、配付した付託表のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長【越水清議員】 ご異議ありませんので、付託表のとおり決定いたし

ます。次に、会期の決定についてを議題とし、事務局から内容を説明いたします。

局長。

○議会事務局長【佐藤順】 会期につきましては、過日原案をお示しいたしま

してご了解いただいていたところでございますけれども、その内容に基づいて中

学校卒業式の日程が、３月１３日になったことによりまして、常任委員会での予

算審査の日程を変更されたい旨の申し入れをいただきました。正副議長へ依頼が

ございましたので、正副議長、議会運営員会及び教育福祉常任委員会のそれぞれ

の正副委員長でご協議いただきまして、３月１１日に常任委員会予算審査を実施

し、３月１３日は休会とすることといたしました。この件につきましては、２月

１７日に開催されました全員協議会において、議長からご説明いただいたもので

ございます。改めまして日程案を作成し、お配りしてございますので、ごらんく

ださい。会期は、２月２５日から３月２５日までの２９日間で変更はございませ

ん。

・２月２５日 本会議、提案説明

・２月２７日 総括質疑、一般質問通告期限正午

・２月２８日 本会議 議案審議

・３月 ４日 委員会 付託審査

・３月 ５日 委員会 付託審査

・３月 ６日 本会議 総括質疑

・３月１０日 委員会 予算審査

（総務常任委員会 午前９時３０分）

・３月１１日 委員会 予算審査

（教育福祉常任委員会 午前９時３０分）

・３月１２日 委員会 予算審査
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（産業建設常任委員会 午前９時３０分）

・３月１７日 本会議 一般質問

・３月１８日 本会議 一般質問

・３月１９日 本会議 一般質問

・３月２５日 本会議 最終日

なお、３月４日、５日に委員会付託審査の日程を入れてございますが、先ほ

ど議案第７号で付託省略の決定がございました。また、本日までのところ陳情等

の提出はございません。この両日につきましては、今のところは開催の予定はな

いことになりますが、２月２４日までに陳情等の提出があった場合、再度協議を

お願いいたします。以上でございます。

○委員長【越水清議員】 ただいま説明した内容について、意見等があればお

伺いします。（「なし」の声あり）それではお諮りいたします。会期の決定につ

いては、配付した内容のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長【越水清議員】 ご異議ありませんので、配付した内容で２月２５日

の本会議において議長からお諮りします。本日予定した案件は以上でありますが、

その他に、何か発言があればお伺いいたします。（「なし」の声あり）

それでは、以上をもちまして本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲

れさまでした。

午前１０時６分 閉会

上記会議録は事実と相違ないので署名する。

平成２６年２月１９日

議会運営委員会

委員長 越 水 清


